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海洋国家としての我が国の地位を堅持するための

国境離島の維持・保全  
 

  

 我が国の排他的経済水域等の根拠となる沖ノ鳥島や南鳥島

をはじめとする国境離島の維持・保全、尖閣諸島の戦略的な活

用により、海洋国家としての我が国の地位を堅持すること。 

 

（１）国境離島に関する維持・保全策の推進  

① 国境離島の維持・保全の観点から、国と都において、

沖ノ鳥島・南鳥島等に関する緊密な情報共有を行うとと

もに、ネットワークを構築するなどの連携・協力を行う

こと。  

② 排他的経済水域等の権益確保の実効性を高めるため

に、沖ノ鳥島や南鳥島をはじめとする国境離島につい

て、効果的な低潮線の保全措置の検討のほか、社会経済

活動の基礎となる公共施設の整備を加速させるととも

に自然保護や漁業振興を図るなど、あらゆる維持・保全

策を推進すること。  

③ 国境離島に関する普及・啓発を行うこと。  

④ 国境離島の保全・管理・振興を図るため、必要な法整

備を進めること。  

特に、令和８年度末に期限を迎える「有人国境離島地

域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の

維持に関する特別措置法」について延長するとともに、

伊豆諸島の一体的な維持・振興を図れるよう、伊豆諸島



 

 

北部地域を特定有人国境離島地域に加えること。  

 

（２）尖閣諸島の戦略的活用の実施  

① 国の所有となった尖閣諸島について、ヤギの被害から

貴重な動植物を守ることや、海岸漂着物の処理などによ

り自然環境を保全し、また、地元漁業者のための船溜り

や無線中継基地、さらには有人の気象観測施設といっ   

た地元自治体が強く要望する施設を設置するなど、有効

活用を早急に図ること。  

② 尖閣諸島周辺海域における経済活動の継続の観点か

ら、日台漁業協定で定められた法令適用除外水域等にお

いても地元漁業者が確実に操業できるよう、地元自治体

等の意見・要望を踏まえて支援策を講じるなど、地元漁

業の振興に向けた取組を推進すること。  

③ 尖閣諸島の史実や自然環境保全の重要性等について、

国内外へ効果的に情報を発信し、国際社会への一層の理

解促進を図ること。  

 


